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(57)【要約】
　複数のサービスを提供するために、新無線（ＮＲ）ア
クセス技術において、無線リンク監視（ＲＬＭ）用に、
トラフィックタイプまたはネットワークスライス固有の
設定を適用することに関するシステムおよび方法が開示
される。複数のサービス（またはサービスセット）／ネ
ットワークスライスのための複数の設定があり、設定は
、同期外れ評価期間および同期評価期間の設定、同期外
れ評価および同期評価のための閾値の設定、ならびに関
連するカウンタ値およびタイマの設定を含む。共存する
複数のサービスのＲＬＭ設定のための方法も開示される
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）設定を提供するためのネットワークノード（１４、３８）の
方法であって、
　複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための複数のＲＬＭ設定
を無線デバイス（１６）に提供すること（１０６）
を含む、方法。
【請求項２】
　前記それぞれのＲＬＭ設定が、それぞれのサービスセットまたはネットワークスライス
について、同期外れを判定するための同期外れ評価期間および閾値の設定、同期外れの最
大のカウンタ値の設定、同期を判定するための同期評価期間および閾値の設定、同期外れ
によって起動されるタイマの値の設定、および無線リンク障害によって起動されるタイマ
の値の設定のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供すること（１０６）が、動的
シグナリングによって前記複数のＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供すること
（１０６）を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記動的シグナリングが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングである、請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供すること（１０６）が、シス
テム情報によって前記複数のＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供すること（１
０６）を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項６】
　前記それぞれ複数のサービスセットまたはネットワークスライスのための前記複数のＲ
ＬＭ設定があらかじめ定義されている、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記それぞれ複数のサービスセットまたはネットワークスライスのための前記複数のＲ
ＬＭ設定が条件付きで判定される、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数のサービスセットが、あらかじめ定義されているか、または条件付きで設定さ
れる、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）設定を提供するためのネットワークノード（１４、３８）の
方法であって、
　無線デバイス（１６）によって使用される１つもしくは複数のサービスまたは１つもし
くは複数のネットワークスライスに基づいて、複数のサービスセットまたはネットワーク
スライスそれぞれのための複数のＲＬＭ設定から、１つまたは複数のＲＬＭ設定を選択す
ること（２０６）と、
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供するこ
と（２０８）と
を含む、方法。
【請求項１０】
　前記それぞれのＲＬＭ設定が、それぞれのサービスセットまたはネットワークスライス
について、同期外れを判定するための同期外れ評価期間および閾値の設定、同期外れの最
大のカウンタ値の設定、同期を判定するための同期評価期間および閾値の設定、同期外れ
によって起動されるタイマの値の設定、および無線リンク障害によって起動されるタイマ
の値の設定のうち少なくとも１つを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記１つまたは選択された複数のＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供するこ
と（２０８）が、動的シグナリングによって前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定
を前記無線デバイス（１６）に提供すること（２０８）を含む、請求項９または１０に記
載の方法。
【請求項１２】
　前記動的シグナリングが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングである、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定があらかじめ定義されている、請求項９から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定が動的に判定される、請求項９から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数のサービスセットが、あらかじめ定義されているか、または条件付きで設定さ
れる、請求項９から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）設定を提供するためのネットワークノード（１４、３８）で
あって、請求項１から１５のいずれか一項に記載の方法に従って動作するように適合され
ているネットワークノード。
【請求項１７】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）設定を提供するためのネットワークノード（１４、３８）で
あって、
　少なくとも１つのプロセッサ（４２、６０）と、
　前記少なくとも１つのプロセッサ（４２、６０）によって実行可能な命令を含む記憶装
置（４４、６２）とを備えることにより、請求項１から１５のいずれか一項に記載の方法
を実行するように動作可能なネットワークノード。
【請求項１８】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）設定を提供するためのネットワークノード（１４、３８）で
あって、
　請求項１から１５のいずれか一項に記載の方法を実行するように動作可能な１つまたは
複数のモジュール（６８）
を備える、ネットワークノード。
【請求項１９】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するための無線デバイス（１６）の方法であって、
　前記無線デバイス（１６）によって使用される１つもしくは複数のサービスまたは１つ
もしくは複数のネットワークスライスに基づいて、複数のサービスセットまたはネットワ
ークスライスそれぞれのための複数のＲＬＭ設定から、１つまたは複数のＲＬＭ設定を選
択すること（１０８）と、
　前記無線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択されたＲ
ＬＭ設定を利用すること（１１０）と
を含む、方法。
【請求項２０】
　ネットワークノード（１４、３８）から、前記複数のサービスセットまたはネットワー
クスライスそれぞれのための前記複数のＲＬＭ設定を受信すること（１０６）をさらに含
む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記それぞれのＲＬＭ設定が、それぞれのサービスセットまたはネットワークスライス
について、同期外れを判定するための同期外れ評価期間および閾値の設定、同期外れの最
大のカウンタ値の設定、同期を判定するための同期評価期間および閾値の設定、同期外れ
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によって起動されるタイマの値の設定、および無線リンク障害によって起動されるタイマ
の値の設定のうち少なくとも１つを含む、請求項１９または２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定を受信すること（１０６）が、前記複数のサービスセットまたはネットワークス
ライスそれぞれのための前記複数のＲＬＭ設定を動的シグナリングによって受信すること
（１０６）を含む、請求項２０または２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記動的シグナリングが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングである、請求項２２
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定があらかじめ定義されている、請求項１９から２３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定が条件付きで判定される、請求項１９から２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記複数のサービスセットが、あらかじめ定義されているか、または条件付きで判定さ
れる、請求項１９から２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定が、２つ以上のＲＬＭ設定を含み、前記無
線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定
を利用すること（１１０）が、前記２つ以上のＲＬＭ設定を別個に利用すること（１１０
）を含む、請求項１９から２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定が、２つ以上のＲＬＭ設定を含み、前記無
線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定
を利用すること（１１０）が、
　少なくとも１つのメトリックに基づいて前記２つ以上のＲＬＭ設定のうち１つを選択す
ることと、
　前記２つ以上のＲＬＭ設定のうちの前記１つを利用することと
を含む、請求項１９から２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するための無線デバイス（１６）の方法であって、
　ネットワークノード（１４、３８）から、複数のＲＬＭ設定からの１つまたは複数の選
択されたＲＬＭ設定を受信すること（２０８）であって、前記複数のＲＬＭ設定が、それ
ぞれ複数のサービスセットまたはネットワークスライスのためのものである、受信するこ
とと、
　前記無線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択されたＲ
ＬＭ設定を利用すること（２１０）と
を含む、方法。
【請求項３０】
　前記それぞれのＲＬＭ設定が、それぞれのサービスセットまたはネットワークスライス
について、同期外れを判定するための同期外れ評価期間および閾値の設定、同期外れの最
大のカウンタ値の設定、同期を判定するための同期評価期間および閾値の設定、同期外れ
によって起動されるタイマの値の設定、および無線リンク障害によって起動されるタイマ
の値の設定のうち少なくとも１つを含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定を受信すること（２０６）が、動的シグナ
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リングによって前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定を受信すること（２０６）を
含む、請求項２９または３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記動的シグナリングが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングである、請求項３１
に記載の方法。
【請求項３３】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定があらかじめ定義されている、請求項２９から３２のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項３４】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定が条件付きで判定される、請求項２９から３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記複数のサービスセットが、あらかじめ定義されているか、または条件付きで判定さ
れる、請求項２９から３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定が、２つ以上の選択されたＲＬＭ設定を含
み、前記無線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択された
ＲＬＭ設定を利用すること（２１０）が、前記２つ以上の選択されたＲＬＭ設定を別個に
利用すること（２１０）を含む、請求項２９から３５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定が、２つ以上の選択されたＲＬＭ設定を含
み、前記無線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択された
ＲＬＭ設定を利用すること（２１０）が、
　少なくとも１つのメトリックに基づいて前記２つ以上の選択されたＲＬＭ設定のうち１
つを選択することと、
　前記２つ以上の選択されたＲＬＭ設定のうちの前記１つを利用することと
を含む、請求項２９から３５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３８】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するための無線デバイス（１６）であって、請求項１
９から３７のいずれか一項に記載の方法に従って動作するように適合されている無線デバ
イス。
【請求項３９】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するための無線デバイス（１６）であって、
　少なくとも１つのプロセッサ（２４）と、
　前記少なくとも１つのプロセッサ（２４）によって実行可能な命令を含む記憶装置（２
６）とを備えることにより、請求項１９から３７のいずれか一項に記載の方法を実行する
ように動作可能な無線デバイス。
【請求項４０】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するための無線デバイス（１６）であって、
　請求項１９から３７のいずれか一項に記載の方法を実行するように動作可能な１つまた
は複数のモジュール（３６）
を備える、無線デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の非限定的かつ例示の実施形態は、一般に、無線通信の技術分野に関し、特に、
無線リンク監視のための方法、ネットワークノード、および無線デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　このセクションは、本開示のさらなる理解を容易にし得る態様を紹介する。したがって
、このセクションの記載は、この観点から読まれるべきであり、従来技術に存在するもの
、または従来技術に存在しないものに関する自認として理解されるべきではない。
【０００３】
新無線（ＮＲ）アクセス技術における様々なレイテンシ要件
　第５世代（５Ｇ）は、拡張モバイルブロードバンド（ｅＭＢＢ）、大規模マシンタイプ
通信（ｍＭＴＣ）、および超高信頼低レイテンシ通信（ＵＲＬＬＣ）といった一般的な無
線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を使用して、複数のタイプのサービスをサポートする
ことになっている。これらのサービスは、遅延、データレート、およびパケットロス率、
といった様々なサービス品質（ＱｏＳ）を必要とし、詳細には、
　・ＵＲＬＬＣは低遅延および／または高信頼度を必要とし、
　・ｍＭＴＣは典型的には長いバッテリ寿命を必要とするが、低遅延または高データレー
トは必要とせず、多くの場合、小さい低頻度のパケットと組み合わされ、
　・ｅＭＢＢは高データレートを必要とする。遅延は厳密であるが、典型的にはＵＲＬＬ
Ｃにおいてほど厳密でなくてよい。
【０００４】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）は、無線リンク回復を可能にする重要な機能の１つである。
新規の無線アクセス技術（ＲＡＴ）に関して、様々な遅延要件のトラフィック（ｅＭＢＢ
、ＵＲＬＬＣ、およびｍＭＴＣ）がある。
【０００５】
　上記で言及された様々なトラフィックの遅延要件は、非常に厳格な遅延バジェット（た
とえば、ＵＲＬＬＣの場合、１ミリ秒（ｍｓ）未満）から、非常に長い遅延バジェット（
たとえば、ｍＭＴＣの場合、数秒）まで、大きく異なるものである。すべてのタイプの無
線リソースについて、無線リンクの性能を監視するために無線リンク監視（ＲＬＭ）機構
が適用されるべきである。
【０００６】
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）におけるＲＬＭ機構
　ユーザ機器デバイス（ＵＥ）におけるＲＬＭ機能の目的は、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥ
Ｄ状態のサービングセルのダウンリンクの無線リンク品質を、セル固有の参照信号（ＲＳ
）に基づいて監視することである。これにより、ＵＥは、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状
態にある場合、そのサービングセルに対して同期しているのか、または同期外れなのかを
判定することができる。一定数の連続した同期外れ指示（「Ｎ３１０」と呼ばれる）があ
る場合、ＵＥは、ネットワーク設定された無線リンク障害（ＲＬＦ）タイマ「Ｔ３１０」
を始動する。ＵＥの物理層によって複数の連続した同期指示「Ｎ３１１」が報告されると
、タイマが停止される。同期外れカウンタ（Ｎ３１０）と同期カウンタ（Ｎ３１１）の両
方がネットワークによって設定可能である。タイマＴ３１０が満了すると、ＲＬＦが生じ
る。結果として、ＵＥは、干渉を回避するためにＵＥの送信器をオフにし、説明されるよ
うにＴＵＥ－ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈ＿ｄｅｌａｙ内でＲＲＣ接続を再確立する必要が
ある。図１には、目標セルに対するＲＬＭに関する様々なアクションおよび後続の無線リ
ソース制御（ＲＲＣ）再確立が示されている。
【０００７】
間欠受信（ＤＲＸ）のない要件
　ＤＲＸが設定されていなければ、直近の２００ミリ秒の周期にわたって推定されたダウ
ンリンク無線リンク品質が閾値Ｑｏｕｔよりも低いとき、同期外れが生じる。同様に、Ｄ
ＲＸなしで、直近の１００ミリ秒の周期にわたって推定されたダウンリンク無線リンク品
質が閾値Ｑｉｎよりも高ければ同期が生じる。ＵＥは、同期外れを検知すると、同期の評
価を開始する。同期外れや同期の発生は、ＵＥの内部で物理層によってその上位層に報告
され、上位層は、ＲＬＦを評価するために層３（すなわち上位層）のフィルタリングを適
用してよい。
【０００８】
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ＤＲＸのある要件
　ＤＲＸが使用されているとき、十分なＵＥ省電力を可能にするために、設定されたＤＲ
Ｘサイクル長に依拠して同期外れおよび同期の評価期間が延長される。ＵＥは、同期外れ
が生じた場合は常に同期評価を始動する。したがって、同期外れおよび同期を評価するた
めに同一の周期（ＴＥｖａｌｕａｔｅ＿Ｑｏｕｔ＿ＤＲＸ）が使用される。しかしながら
、満了までのＲＬＦタイマ（Ｔ３１０）を始動する際、ＤＲＸなしの場合と同様に、同期
評価期間は１００ミリ秒に短縮される。Ｎ３１１の連続した同期指示によってタイマＴ３
１０が停止すると、ＵＥはＤＲＸベースの周期（ＴＥｖａｌｕａｔｅ＿Ｑｏｕｔ＿ＤＲＸ

）によって同期評価を実行する。
【０００９】
　閾値Ｑｏｕｔは、ダウンリンク無線リンクの確実な受信が不可能なレベルとして規定さ
れ、仮想の物理的ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）送信の１０％のブロック誤り
率（ＢＬＥＲ）に対応するものとされ、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰ
Ｐ）技術仕様（ＴＳ）３６．１３３－ｃ００の表７．６．１－１に規定された送信パラメ
ータとともに物理的制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）エラーを考
慮に入れるものである。
【００１０】
　閾値Ｑｉｎは、ダウンリンクの無線リンク品質が、Ｑｏｕｔのものよりもかなり確実に
受信され得るレベルとして規定され、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１３３－ｃ００の表７．６
．１－２に規定された送信パラメータとともにＰＣＦＩＣＨエラーを考慮に入れて仮想の
ＰＤＣＣＨ送信の２％のＢＬＥＲに対応するものとする。
【００１１】
　ＵＥは、ＲＬＭからの結果に基づいてＲＬＦを判定し、セル選択および無線接続再確立
のプロシージャを起動することができる。
【発明の概要】
【００１２】
　同期外れ、同期、および無線リンク障害（ＲＬＦ）を判定するための測定および評価に
一定の静的パラメータセッティングを使用するのは、異なるサービスの様々なサービス品
質（ＱｏＳ）要件のために、ＮＲ向けには最善でない。
　・１つの事例として、２００ミリ秒（ｍｓ）の同期外れ評価期間および１００ミリ秒の
同期評価期間は、拡張モバイルブロードバンド（ｅＭＢＢ）トラフィック向けには問題な
いと思われるが、超高信頼低レイテンシ通信（ＵＲＬＬＣ）トラフィック向けには、ＵＲ
ＬＬＣトラフィックがｅＭＢＢトラフィックよりもはるかに厳格な遅延バジェットを有す
るので、長すぎる。
　・別の事例として、ｅＭＢＢおよびＵＲＬＬＣトラフィック用に、同期外れ評価Ｑｏｕ

ｔに同一の閾値を、および同期評価Ｑｉｎに同一の閾値を使用することも、ｅＭＢＢとＵ
ＲＬＬＣが、制御チャネルブロック誤り率（ＢＬＥＲ）に対して異なる要件を有するので
最善ではない。いくつかのＵＲＬＬＣトラフィックについては、無線リンク制御（ＲＬＣ
）再送信が許容されないとき、必要な物理的ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の
ＢＬＥＲは、ｅＭＢＢのものよりもはるかに低くなくてはならない。したがって、一定の
閾値を使用するのは問題がある。
【００１３】
　本開示の根本概念は、複数のサービスを提供するために、ＮＲにおけるＲＬＭに、トラ
フィックタイプまたはネットワークスライスの特有の設定を適用することにある。複数の
サービス（またはサービスセット）／ネットワークスライス用に、同期外れ評価期間およ
び同期評価期間の設定、同期外れ評価および同期評価のための閾値の設定、ならびに関連
するカウンタ値およびタイマの設定を含む、複数の設定がある。共存する複数のサービス
のＲＬＭ設定のための方法も開示される。
【００１４】
　提案された方法を用いると、異なるサービスに関する無線リンク品質を監視するための
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無線リンク品質が、区別された遅延および信頼性の要件により、区別して監視され、かつ
評価され得、その結果、１つのネットワークにおいて複数のサービスを提供するためのＱ
ｏＳ達成が改善され得る。
【００１５】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部分を形成する添付の図面は、本開示のいくつか
の態様を示し、説明とともに、本開示の原理を説明するのに役立つものである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】無線リンク監視（ＲＬＭ）および後続の無線リソース制御（ＲＲＣ）再確立に関
する様々なアクションを示す図である。
【図２】本開示のいくつかの実施形態によるネットワークスライスの場合のＲＬＭ設定の
一例を示す図である。
【図３】本開示の実施形態が実施され得る移動体通信システムの一例を示す図である。
【図４】本開示のいくつかの実施形態による無線アクセスノードおよびユーザ機器デバイ
ス（ＵＥ）の動作を示す図である。
【図５】本開示のいくつかの他の実施形態による無線アクセスノードおよびＵＥの動作を
示す図である。
【図６】ＵＥの例示の実施形態を示す図である。
【図７】ＵＥの例示の実施形態を示す図である。
【図８】ネットワークノードの例示の実施形態を示す図である。
【図９】ネットワークノードの例示の実施形態を示す図である。
【図１０】ネットワークノードの例示の実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下で明らかにされる実施形態は、当業者が実施形態を実施することを可能にするため
の情報を表し、実施形態を実施するベストモードを示すものである。添付の図面に照らし
て以下の説明を読めば、当業者であれば、本開示の概念を理解し、本明細書でより詳しく
は扱われないこれらの概念の適用を認識するであろう。これらの概念および適用は本開示
の範囲内および添付の特許請求の範囲内に含まれることを理解されたい。
【００１８】
　無線ノード：本明細書で使用される「無線ノード」は、無線アクセスノードまたは無線
デバイスのいずれかである。
【００１９】
　無線アクセスノード：本明細書で使用される「無線アクセスノード」は、無線で信号を
送受信するように動作する移動体通信ネットワークの無線アクセスネットワークにおける
任意のノードである。無線アクセスノードのいくつかの例には、それだけではないが、基
地局（たとえば、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）のＬｏｎｇ　Ｔｅ
ｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）ネットワークにおける拡張またはエボルブドノード
Ｂ（ｅＮＢ））、大電力または大規模な基地局、低電力の基地局（たとえば、小型基地局
、超小型基地局、住宅ｅＮＢなど）、および中継ノードが含まれる。
【００２０】
　コアネットワークノード：本明細書で使用される「コアネットワークノード」は、コア
ネットワーク（ＣＮ）における任意のタイプのノードである。コアネットワークノードの
いくつかの例には、たとえば、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）、パケットデータ
ネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）、サービス性能エクスポージャ機能（
ＳＣＥＦ）などが含まれる。
【００２１】
　無線デバイス：本明細書で使用される「無線デバイス」は、無線アクセスノード（複数
可）と無線で信号を送受信することによって移動体通信ネットワークにアクセスする（す
なわち移動体通信ネットワークによってサーブされる）任意のタイプのデバイスである。
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無線デバイスのいくつかの例には、それだけではないが、３ＧＰＰネットワークにおける
ユーザ機器デバイス（ＵＥ）およびマシンタイプ通信（ＭＴＣ）デバイスが含まれる。
【００２２】
　ネットワークノード：本明細書で使用される「ネットワークノード」は、無線アクセス
ネットワークの一部分または移動体通信ネットワーク／システムのＣＮのいずれかである
任意のノードである。
【００２３】
　本明細書で与えられる説明は、３ＧＰＰの移動体通信システムに的を絞っており、その
ため、３ＧＰＰ　ＬＴＥの用語または３ＧＰＰ　ＬＴＥの用語に類似の用語がしばしば使
用されることに留意されたい。しかしながら、本明細書で開示される概念は、ＬＴＥまた
は３ＧＰＰのシステムに限定されない。
【００２４】
　本明細書の説明では、「セル」という用語に言及することがあるが、特に第５世代（５
Ｇ）の概念に関して、セルの代わりにビームが使用されてよく、そのため、本明細書で説
明される概念は、セルとビームの両方に同様に適用可能であることが重要であることに留
意されたい。
【００２５】
　根本概念は、異なるサービス品質（ＱｏＳ）要件のサービスに対して、区別された無線
リンク監視（ＲＬＭ）の設定を適用することである。１つのネットワークによってサーブ
されるサービスは複数のサービスセットに分類され得、１つのＲＬＭ設定が、ＱｏＳ要件
（たとえば、エアインターフェース上の遅延バジェットおよび残余ハイブリッド自動再送
要求（ＨＡＲＱ）エラー）に従ってそれぞれのサービスセットに適用される。以下で実施
形態を詳細に説明する。
【００２６】
　第１の実施形態として、サービスが複数のサービスセットに分類され得、１つのＲＬＭ
設定が、それぞれのサービスセットに適用される。一例として、サービスを、超高信頼低
レイテンシ通信（ＵＲＬＬＣ）、大規模マシンタイプ通信（ｍＭＴＣ）、および拡張され
たモバイルブロードバンド（ｅＭＢＢ）といった３つのセットへ分類する簡単な方法が挙
げられる。３つのＲＬＭ設定があり、それぞれのＲＬＭ設定が１つのサービスセットに適
用される。別の例として、サービスセットおよび関連するＲＬＭ設定は、ネットワークに
より、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングにより、サービスのＱｏＳ要件に従って
、動的に、または条件付きで設定され得る。下の表１は、サービスセットとＲＬＭ設定の
間のマッピングの関係を例示するものである。

【００２７】
　第２の実施形態として、ＲＬＭ設定は、ネットワークスライスに特有のものであり得る
。複数のネットワークスライスがあるときには複数のＲＬＭ設定があり、それぞれのＲＬ
Ｍ設定が１つのネットワークスライスに関連づけられている。１つのスライスによってサ
ーブされるＵＥは、ネットワークスライスに関連したＲＬＭ設定を用いて設定される。図
２は、ネットワークスライシングの場合のＲＬＭ設定の一例を示す。図２では、３つのネ
ットワークスライスがあり、ＲＬＭ設定１、２、および３が、それぞれネットワークスラ
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イス１、２、および３に関連づけられている。ネットワークスライス１、２、および３に
よってそれぞれサーブされているＵＥ１、２、および３は、それぞれＲＬＭ設定１、２、
および３を用いて設定される。
【００２８】
　第１および第２の実施形態のさらなる一実施形態として、各サービス（セット）／ネッ
トワークスライス向けにＲＬＭ設定があらかじめ定義され得、ＵＥは、サービスタイプま
たは選択されたスライスに従って、どのＲＬＭ設定が適用されるべきかを判定することが
できる。
【００２９】
　第３の実施形態として、ＲＬＭ設定には、同期外れ評価期間（ＬＴＥでは２００ミリ秒
（ｍｓ））の設定、同期外れを判定するための閾値（たとえばＱｏｕｔ）の設定、同期外
れの最大のカウンタ値（Ｎ３１０）の設定、同期評価期間（たとえば１００ミリ秒）およ
び同期を判定するための閾値（Ｑｉｎ）の設定、同期外れによって起動されるタイマの値
（Ｔ３１０）の設定、ならびに無線リンク障害（ＲＬＦ）によって起動されるタイマの値
（たとえばＴ３１１）の設定などが含まれる。
【００３０】
　第４の実施形態として、１つのＵＥが複数のサービスを有し、かつ／または複数のネッ
トワークスライスによってサーブされていて、サービス／ネットワークスライスに関連し
たＲＬＭ設定が異なるとき、ＲＬＭを設定するのに以下の選択肢がある。
　・選択肢１：異なるサービス／ネットワークスライスのＲＬＭが別個に設定され、ＵＥ
は各サービス／ネットワークスライスについてＲＬＦを別個に判定する。
　・選択肢２：ＵＥにおいて１つのＲＬＭ設定だけが適用される。最小のレイテンシおよ
び／または最低の残余ＨＡＲＱ誤り率を伴うサービスに関連したＲＬＭ設定が適用される
ものとする。たとえば、ＵＥがｅＭＢＢトラフィックとＵＲＬＬＣトラフィックの両方を
有するとき、ＵＲＬＬＣトラフィックを伴うＲＬＭ設定が適用されるものとする。
【００３１】
　第５の実施形態として、ＵＥに適用されるＲＬＭ設定は、オンデマンドシステムの情報
送信によって設定され得る。
【００３２】
　第６の実施形態として、デフォルトのＲＬＭ設定が、あらかじめ設定されているかまた
はあらかじめに定義されているものとする。ネットワークが、ＲＬＭ設定を設定しないか
、またはＵＥがサービスタイプまたはサービングネットワークスライスに基づいて単独で
ＲＬＭ設定を判定することを許容するとき、ＵＥはデフォルトのＲＬＭ設定を使用するも
のとする。
【００３３】
　図３は、本開示の実施形態が実施され得る移動体通信システム１０の一例を示す。示さ
れているように、移動体通信システム１０は、複数の無線アクセスノード１４（たとえば
、５Ｇ新無線アクセス技術（ＮＲ）の基地局（ｇＮＢと称されることもある）などの基地
局）を含む無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１２を含む。いくつかの実施形態では、
ＲＡＮ１２は５ＧのＮＲ　ＲＡＮであり、無線アクセスノード１４はｇＮＢであり、ｇＮ
Ｂは５ＧのＮＲ基地局を参照するのに使用される用語である。無線アクセスノード１４は
、対応するセルまたはビームを介してＵＥ１６への無線アクセスを提供する。
【００３４】
　無線アクセスノード１４はコアネットワーク１８に接続されている。コアネットワーク
１８は、たとえば、ＭＭＥ、サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）、Ｐ－ＧＷ、および／
または同種のものなど、１つまたは複数のコアネットワークノード２０を含む。
【００３５】
　図４は、前述の実施形態のうち少なくともいくつかによる無線アクセスノード１４およ
びＵＥ１６の動作を示す。任意選択のステップは破線で指示されている。いくつかの実施
形態では、無線アクセスノード１４は、ＵＥ１６にデフォルトのＲＬＭ設定を送る（ステ
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ップ１００）。上記で論じられたように、いくつかの実施形態では、たとえばＵＥ１６が
別のＲＬＭ設定を用いて設定されなければ、ＵＥ１６によって、たとえば、それぞれのサ
ービスセットもしくはネットワークスライスのための１組のＲＬＭ設定、または特定のサ
ービス（複数可）のための特定のＲＬＭ設定（複数可）（より具体的にはそれぞれのサー
ビスセット（複数可））、またはＵＥ１６が使用するネットワークスライス（複数可）な
どのデフォルトのＲＬＭ設定が使用される。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、無線アクセスノード１４は、サービスセットまたはネットワ
ークスライスの数を判定する（ステップ１０２）。サービスセットまたはネットワークス
ライスは、（たとえば、ネットワークオペレータまたは規格によって）あらかじめ定義さ
れていてよく、無線アクセスノード１４によって動的に、もしくは条件付きで判定されて
よく、または無線アクセスノード１４によって他のいくつかのノード（たとえばコアネッ
トワークノード２０）から回復されてもよい。無線アクセスノード１４は、サービスセッ
トまたはネットワークスライスのための個別のＲＬＭ設定も判定する（ステップ１０４）
。ＲＬＭ設定は、規格によってあらかじめ定義されていてよく、そのため、無線アクセス
ノード１４の中にハードコードされる、無線アクセスノード１４における記憶装置から得
られる、などであってよい。あるいは、ＲＬＭ設定は、無線アクセスノード１４または他
のいくつかのネットワークノードにより、たとえばそれぞれのサービスセットまたはネッ
トワークスライスに関するＱｏＳ要件に基づいて、動的に、または条件付きで判定されて
もよい。
【００３７】
　この実施形態では、無線アクセスノード１４は、ＵＥ１６に、サービスセットまたはネ
ットワークスライスのためのＲＬＭ設定を送る（ステップ１０６）。無線アクセスノード
１４は、（たとえば、静的に規定されたサービスセットもしくはネットワークスライスお
よび対応するＲＬＭ設定の場合には）たとえばＲＬＭ設定を１回送ってよく、または（た
とえば、動的に、もしくは条件付きで判定される、サービスセットもしくネットワークス
ライス、および／もしくサービスセットもしくはネットワークスライスのための、動的に
、もしくは条件付きで判定されるＲＬＭ設定の場合には）ＲＬＭ設定を動的に送ってもよ
い。たとえば、いくつかの実施形態では、無線アクセスノード１４はＲＲＣシグナリング
によってＲＬＭ設定を送る。いくつかの他の実施形態では、無線アクセスノード１４はシ
ステム情報によって（たとえばオンデマンドシステム情報によって）ＲＬＭ設定を送る。
オンデマンドシステム情報は、無線アクセスノード１４によってオンデマンドで（たとえ
ばＵＥ１６からのいくつかのトリガに応答して）送信されるシステム情報であることに留
意されたい。さらに、いくつかの実施形態では、無線アクセスノード１４は、ＵＥ１６に
、サービスセットを規定する情報またはネットワークスライスを指示する情報を送る。こ
れは、サービスセットまたはネットワークスライスが、動的に、または条件付きで設定さ
れる場合に（たとえば、無線アクセスノード１４またはいくつかの他のネットワークノー
ドが、サービスを、たとえばＱｏＳ要件などいくつかのメトリック（複数可）に基づいて
サービスセットへと、動的に、または条件付きでグループ化する場合に）特に望ましいで
あろう。
【００３８】
　この点において、ＵＥ１６は、サービスセットまたはネットワークスライスと、それぞ
れのＲＬＭ設定との知見を有する。そのため、ＵＥ１６は、ＵＥ１６が使用するサービス
（複数可）またはネットワークスライス（複数可）のためのＲＬＭ設定（複数可）を選択
する（ステップ１０８）。たとえば、ＵＥ１６が特定のサービスを使用する場合、ＵＥ１
６は対応するサービスセットのためのＲＬＭ設定を選択してよい。ＵＥ１６は、次いで、
選択されたＲＬＭ設定（複数可）を利用する（ステップ１１０）。ことさら、いくつかの
実施形態では、ＵＥ１６は複数のサービスまたは複数のネットワークスライスを使用し得
る。この場合、上記で説明されたように、ＵＥ１６は、複数のサービスまたはネットワー
クスライスのためのＲＬＭ設定を別個に利用してよく、たとえばそれぞれのサービスまた
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はネットワークスライスのためのＲＬＦを別個に判定する。あるいは、ＵＥ１６は、ステ
ップ１０８において選択されたＲＬＭ設定のうちの１つをＵＥ１６が使用するように選択
してよい。たとえば、上記で説明されたように、ＵＥ１６は、ＵＥ１６が使用する、最小
のレイテンシおよび／または最低の残余ＨＡＲＱ誤り率を有する、サービスセットまたは
ネットワークスライスのためのＲＬＭ設定を選択してよい。
【００３９】
　図５は、前述の実施形態のうち少なくともいくつかによる無線アクセスノード１４およ
びＵＥ１６の動作を示す。任意選択のステップは破線で指示されている。いくつかの実施
形態では、無線アクセスノード１４は、ＵＥ１６にデフォルトのＲＬＭ設定を送る（ステ
ップ２００）。上記で論じられたように、いくつかの実施形態では、たとえばＵＥ１６が
別のＲＬＭ設定を用いて設定されなければ、ＵＥ１６によって、たとえば、それぞれのサ
ービスセットもしくはネットワークスライスのための１組のＲＬＭ設定、または特定のサ
ービス（複数可）のための特定のＲＬＭ設定（複数可）（より具体的にはそれぞれのサー
ビスセット（複数可））、またはＵＥ１６が使用するネットワークスライス（複数可）な
どのデフォルトのＲＬＭ設定が使用される。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、無線アクセスノード１４は、サービスセットまたはネットワ
ークスライスの数を判定する（ステップ２０２）。サービスセットまたはネットワークス
ライスは、（たとえばネットワークオペレータまたは規格によって）あらかじめ定義され
ていてよく、無線アクセスノード１４によって動的に、もしくは条件付きで判定されてよ
く、または無線アクセスノード１４によって他のいくつかのノード（たとえばコアネット
ワークノード２０）から回復されてもよい。無線アクセスノード１４は、サービスセット
またはネットワークスライスのための個別のＲＬＭ設定も判定する（ステップ２０４）。
ＲＬＭ設定は規格によってあらかじめ定義されていてよく、そのため、無線アクセスノー
ド１４の中にハードコードされる、無線アクセスノード１４における記憶装置から得られ
る、などであってよい。あるいは、ＲＬＭ設定は、無線アクセスノード１４または他のい
くつかのネットワークノードにより、たとえばそれぞれのサービスセットまたはネットワ
ークスライスに関するＱｏＳ要件に基づいて、動的に、または条件付きで判定されてもよ
い。
【００４１】
　この実施形態では、無線アクセスノード１４は、ＵＥ１６が使用するサービス（複数可
）またはネットワークスライス（複数可）のためのＲＬＭ設定（複数可）を選択する（ス
テップ２０６）。たとえば、ＵＥ１６が特定のサービスを使用する場合、無線アクセスノ
ード１４は対応するサービスセットのためのＲＬＭ設定を選択してよい。ことさら、いく
つかの実施形態では、ＵＥ１６は複数のサービスまたは複数のネットワークスライスを使
用し得る。この場合、上記で説明されたように、無線アクセスノード１４は、ＵＥ１６に
よって使用される複数のサービスまたはネットワークスライスのすべてに向けたＲＬＭ設
定を選択してよい。あるいは、無線アクセスノード１４は、ＵＥ１６によって使用される
サービスセットまたはネットワークスライスのためのＲＬＭ設定のうち１つを選択しても
よい。たとえば、上記で説明されたように、無線アクセスノード１４は、ＵＥ１６が使用
する、最小のレイテンシおよび／または最低の残余ＨＡＲＱ誤り率要件を有する、サービ
スセットまたはネットワークスライスのためのＲＬＭ設定を選択してよい。
【００４２】
　無線アクセスノード１４は、選択されたＲＬＭ設定（複数可）をＵＥ１６へ送る（ステ
ップ２０８）。無線アクセスノード１４は、たとえば、ＲＬＭ設定（複数可）を選択して
ＵＥ１６へＲＬＭ設定（複数可）を動的に送ってよい。たとえば、ＵＥ１６が新規のサー
ビスまたは新規のネットワークスライスを使用し始める場合、無線アクセスノード１４は
、ＲＬＭ設定（複数可）を選択し、ＵＥ１６によって使用される新規のサービスまたは新
規のネットワークスライスに基づいて、選択されたＲＬＭ設定（複数可）をＵＥ１６へ送
ってよい。別の例として、サービスセットもしくはネットワークスライスおよび／または
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サービスセットもしくはネットワークスライス向けに定義されたＲＬＭ設定が変化する場
合、これによって、無線アクセスノード１４がＲＬＭ設定（複数可）を選択してＵＥ１６
へ送ることが起動されてよい。限定するわけではないが、いくつかの実施形態では、無線
アクセスノード１４はＲＲＣシグナリングによってＲＬＭ設定（複数可）を送る。ＵＥ１
６は、次いで、選択されたＲＬＭ設定（複数可）を利用する（ステップ２１０）。
【００４３】
　図６は、本開示のいくつかの実施形態によるＵＥ１６（より一般的には無線デバイス）
の概略ブロック図である。示されているように、ＵＥ１６は、１つまたは複数のプロセッ
サ２４（たとえば、中央処理装置（ＣＰＵ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および／または同様のもの）と、記憶
装置２６とを備える電気回路構成２２を含む。ＵＥ１６は、１つまたは複数の送受信器２
８も含み、送受信器２８のそれぞれが、１つまたは複数の送信器３０と、１つまたは複数
のアンテナ３４に結合された１つまたは複数の受信器３２とを含む。いくつかの実施形態
では、上記で説明されたＵＥ１６の機能は、全面的または部分的にソフトウェアで実施さ
れてよく、ソフトウェアは、たとえば記憶装置２６に記憶され、プロセッサ（複数可）２
４によって実行される。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、命令を含むコンピュータプログラムが提供され、少なくとも
１つのプロセッサが、少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、これらの命令
によって、本明細書で説明された実施形態のうち任意のものに従ってＵＥ１６の機能を実
行する。いくつかの実施形態では、前述のコンピュータプログラム製品を含有している担
体が提供される。担体は、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒
体（たとえば、記憶装置などの非一時的なコンピュータ可読媒体）のうち１つである。
【００４５】
　図７は、本開示のいくつかの他の実施形態によるＵＥ１６（より一般的には無線デバイ
ス）の概略ブロック図である。ＵＥ１６は１つまたは複数のモジュール３６を含み、モジ
ュール３６のそれぞれがソフトウェアで実施される。モジュール（複数可）３６は、本明
細書で説明されたＵＥ１６の機能を提供する。
【００４６】
　図８は、本開示のいくつかの実施形態によるネットワークノード３８（たとえば無線ア
クセスノード１４）の概略ブロック図である。示されているように、ネットワークノード
３８は、１つまたは複数のプロセッサ４２（たとえば、ＣＰＵ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、お
よび／または同様のもの）と、記憶装置４４とを備える電気回路構成を含む制御システム
４０を含む。制御システム４０はネットワークインターフェース４６も含む。ネットワー
クノード３８が無線アクセスノード１４である実施形態では、ネットワークノード３８は
１つまたは複数の無線ユニット４８も含み、無線ユニット４８のそれぞれが、１つまたは
複数の送信器５０と、１つまたは複数のアンテナ５４に結合された１つまたは複数の受信
器５２とを含む。いくつかの実施形態では、上記で説明されたネットワークノード３８ま
たは無線アクセスノード１４の機能は、全面的または部分的にソフトウェアで実施されて
よく、ソフトウェアは、たとえば記憶装置４４に記憶され、プロセッサ（複数可）４２に
よって実行される。
【００４７】
　図９は、本開示のいくつかの実施形態によるネットワークノード３８（たとえば無線ア
クセスノード１４）の仮想の実施形態を示す概略ブロック図である。本明細書で使用され
る「仮想の」ネットワークノード３８は、ネットワークノード３８の機能の少なくとも一
部分が、（たとえば、ネットワーク（複数可）における物理的処理ノード（複数可）上で
実行する仮想マシン（複数可）によって）仮想構成要素として実施されるネットワークノ
ード３８である。示されているように、ネットワークノード３８は、図８に関して説明さ
れたように制御システム４０を任意選択で含む。加えて、ネットワークノード３８が無線
アクセスノード１４である場合には、図８に関して説明されたように、ネットワークノー
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ド３８は１つまたは複数の無線ユニット４８も含む。（存在する場合には）制御システム
４０は、ネットワークインターフェース４６を介して、ネットワーク（複数可）５８の一
部分に結合されているかまたは一部分として含まれている１つまたは複数の処理ノード５
６に接続されている。あるいは、制御システム４０が存在しなければ、（存在する場合に
は）１つまたは複数の無線ユニット４８が、ネットワークインターフェース（複数可）を
介して１つまたは複数の処理ノード５６に接続されている。あるいは、本明細書で説明さ
れたネットワークノード３８の機能のすべてが、処理ノード５６において実施されてもよ
い（すなわち、ネットワークノード３８は制御システム４０または無線ユニット（複数可
）４８を含まない）。それぞれの処理ノード５６が、１つまたは複数のプロセッサ６０（
たとえば、ＣＰＵ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および／または同様のもの）、記憶装置６２、
およびネットワークインターフェース６４を含む。
【００４８】
　この例では、本明細書で説明されたネットワークノード３８または無線アクセスノード
１４の機能６６は、１つまたは複数の処理ノード５６において実施されるか、または（存
在する場合には）制御システム４０および１つまたは複数の処理ノード５６にわたって任
意の所望のやり方で分配される。いくつかの特定の実施形態では、本明細書で説明された
ネットワークノード３８または無線アクセスノード１４の機能６６のうちいくつかまたは
すべてが、処理ノード（複数可）５６によってホスティングされた仮想環境（複数可）に
おいて実施される１つまたは複数の仮想マシンによって実行される仮想構成要素として実
施される。当業者には理解されるように、所望の機能のうち少なくともいくつかを実行す
るために、処理ノード（複数可）５６と、（存在する場合には）制御システム４０または
代わりに（存在する場合には）無線ユニット（複数可）４８との間の、追加のシグナリン
グまたは通信が使用される。ことさら、いくつかの実施形態では制御システム４０が含ま
れなくてよく、その場合には、（存在する場合には）無線ユニット（複数可）４８が、適
切なネットワークインターフェース（複数可）を介して処理ノード（複数可）５６と直接
通信する。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、命令を含むコンピュータプログラムが提供され、これらの命
令によって、少なくとも１つのプロセッサが、少なくとも１つのプロセッサによって実行
されると、本明細書で説明された実施形態のうち任意のものに従って、ネットワークノー
ド３８（たとえば無線アクセスノード１４）または処理ノード５６の機能を実行する。い
くつかの実施形態では、前述のコンピュータプログラム製品を含有している担体が提供さ
れる。担体は、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体（たとえ
ば、記憶装置などの非一時的なコンピュータ可読媒体）のうち１つである。
【００５０】
　図１０は、本開示のいくつかの他の実施形態によるネットワークノード３８（たとえば
無線アクセスノード１４）の概略ブロック図である。ネットワークノード３８は１つまた
は複数のモジュール６８を含み、モジュール６８のそれぞれがソフトウェアで実施される
。モジュール（複数可）６８は、本明細書で説明されたネットワークノード３８または無
線アクセスノード１４の機能を提供する。
【００５１】
　この開示の全体にわたって以下の頭字語が使用されている。
　・３ＧＰＰ　第３世代パートナーシッププロジェクト
　・５Ｇ　第５世代
　・ＡＳＩＣ　特定用途向け集積回路
　・ＢＬＥＲ　ブロック誤り率
　・ＣＮ　コアネットワーク
　・ＣＰＵ　中央処理装置
　・ＤＲＸ　間欠受信
　・ｅＭＢＢ　拡張モバイルブロードバンド
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　・ｅＮＢ　拡張またはエボルブドノードＢ
　・ＦＰＧＡ　フィールドプログラマブルゲートアレイ
　・ｇＮＢ　第５世代新無線基地局
　・ＨＡＲＱ　ハイブリッド自動再送要求
　・ＬＴＥ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
　・ＭＭＥ　モビリティ管理エンティティ
　・ｍＭＴＣ　大規模なマシンタイプ通信
　・ｍｓ　ミリ秒
　・ＭＴＣ　マシンタイプ通信
　・ＮＲ　新無線アクセス技術
　・ＰＣＦＩＣＨ　物理的制御フォーマットインジケータチャネル
　・ＰＤＣＣＨ　物理的ダウンリンク制御チャネル
　・ＰＤＮ　パケットデータネットワーク
　・Ｐ－ＧＷ　パケットデータネットワークゲートウェイ
　・ＱｏＳ　サービス品質
　・ＲＡＮ　無線アクセスネットワーク
　・ＲＡＴ　無線アクセス技術
　・ＲＬＣ　無線リンク制御
　・ＲＬＦ　無線リンク障害
　・ＲＬＭ　無線リンク監視
　・ＲＲＣ　無線リソース制御
　・ＲＳ　参照信号
　・ＳＣＥＦ　サービス性能エクスポージャ機能
　・Ｓ－ＧＷ　サービングゲートウェイ
　・ＴＳ　技術仕様
　・ＵＥ　ユーザ機器
　・ＵＲＬＬＣ　超高信頼低レイテンシ通信
【００５２】
　当業者であれば、本開示の実施形態に対する改善および修正形態を認識するであろう。
そのような改善および修正形態のすべてが、本明細書で開示した概念の範囲内であると見
なされる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月17日(2019.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）設定を提供するためのネットワークノード（１４、３８）の
方法であって、
　複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための複数のＲＬＭ設定
を無線デバイス（１６）に提供すること（１０６）
を含む、方法。
【請求項２】
　前記それぞれのＲＬＭ設定が、それぞれのサービスセットまたはネットワークスライス
について、同期外れを判定するための同期外れ評価期間および閾値の設定、同期外れの最
大のカウンタ値の設定、同期を判定するための同期評価期間および閾値の設定、同期外れ
によって起動されるタイマの値の設定、および無線リンク障害によって起動されるタイマ
の値の設定のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供すること（１０６）が、動的
シグナリングまたはシステム情報によって前記複数のＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１
６）に提供すること（１０６）を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記それぞれ複数のサービスセットまたはネットワークスライスのための前記複数のＲ
ＬＭ設定があらかじめ定義されているか、または条件付きで判定される、請求項１から３
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のサービスセットが、あらかじめ定義されているか、または条件付きで設定さ
れる、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）設定を提供するためのネットワークノード（１４、３８）の
方法であって、
　無線デバイス（１６）によって使用される１つもしくは複数のサービスまたは１つもし
くは複数のネットワークスライスに基づいて、複数のサービスセットまたはネットワーク
スライスそれぞれのための複数のＲＬＭ設定から、１つまたは複数のＲＬＭ設定を選択す
ること（２０６）と、
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供するこ
と（２０８）と
を含む、方法。
【請求項７】
　前記それぞれのＲＬＭ設定が、それぞれのサービスセットまたはネットワークスライス
について、同期外れを判定するための同期外れ評価期間および閾値の設定、同期外れの最
大のカウンタ値の設定、同期を判定するための同期評価期間および閾値の設定、同期外れ
によって起動されるタイマの値の設定、および無線リンク障害によって起動されるタイマ
の値の設定のうち少なくとも１つを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定を前記無線デバイス（１６）に提供するこ
と（２０８）が、動的シグナリングによって前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定
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を前記無線デバイス（１６）に提供すること（２０８）を含む、請求項６または７に記載
の方法。
【請求項９】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定があらかじめ定義されているか、または動的に判定される、請求項６から８のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のサービスセットが、あらかじめ定義されているか、または条件付きで設定さ
れる、請求項６から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するための無線デバイス（１６）の方法であって、
　前記無線デバイス（１６）によって使用される１つもしくは複数のサービスまたは１つ
もしくは複数のネットワークスライスに基づいて、複数のサービスセットまたはネットワ
ークスライスそれぞれのための複数のＲＬＭ設定から、１つまたは複数のＲＬＭ設定を選
択すること（１０８）と、
　前記無線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択されたＲ
ＬＭ設定を利用すること（１１０）と
を含む、方法。
【請求項１２】
　ネットワークノード（１４、３８）から、前記複数のサービスセットまたはネットワー
クスライスそれぞれのための前記複数のＲＬＭ設定を受信すること（１０６）をさらに含
む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記それぞれのＲＬＭ設定が、それぞれのサービスセットまたはネットワークスライス
について、同期外れを判定するための同期外れ評価期間および閾値の設定、同期外れの最
大のカウンタ値の設定、同期を判定するための同期評価期間および閾値の設定、同期外れ
によって起動されるタイマの値の設定、および無線リンク障害によって起動されるタイマ
の値の設定のうち少なくとも１つを含む、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定を受信すること（１０６）が、前記複数のサービスセットまたはネットワークス
ライスそれぞれのための前記複数のＲＬＭ設定を動的シグナリングによって受信すること
（１０６）を含む、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定があらかじめ定義されているか、または条件付きで判定される、請求項１１から
１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数のサービスセットが、あらかじめ定義されているか、または条件付きで判定さ
れる、請求項１１から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定が、２つ以上のＲＬＭ設定を含み、前記無
線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定
を利用すること（１１０）が、前記２つ以上のＲＬＭ設定を別個に利用すること（１１０
）を含む、
または、
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定が、２つ以上のＲＬＭ設定を含み、前記無
線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定
を利用すること（１１０）が、
　少なくとも１つのメトリックに基づいて前記２つ以上のＲＬＭ設定のうち１つを選択す
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ることと、
　前記２つ以上のＲＬＭ設定のうちの前記１つを利用することと
を含む、請求項１１から１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　無線リンク監視（ＲＬＭ）を実行するための無線デバイス（１６）の方法であって、
　ネットワークノード（１４、３８）から、複数のＲＬＭ設定からの１つまたは複数の選
択されたＲＬＭ設定を受信すること（２０８）であって、前記複数のＲＬＭ設定が、それ
ぞれ複数のサービスセットまたはネットワークスライスのためのものである、受信するこ
とと、
　前記無線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択されたＲ
ＬＭ設定を利用すること（２１０）と
を含む、方法。
【請求項１９】
　前記それぞれのＲＬＭ設定が、それぞれのサービスセットまたはネットワークスライス
について、同期外れを判定するための同期外れ評価期間および閾値の設定、同期外れの最
大のカウンタ値の設定、同期を判定するための同期評価期間および閾値の設定、同期外れ
によって起動されるタイマの値の設定、および無線リンク障害によって起動されるタイマ
の値の設定のうち少なくとも１つを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定を受信すること（２０６）が、動的シグナ
リングによって前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定を受信すること（２０６）を
含む、請求項１８または１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記複数のサービスセットまたはネットワークスライスそれぞれのための前記複数のＲ
ＬＭ設定があらかじめ定義されているか、または条件付きで判定される、請求項１８から
２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数のサービスセットが、あらかじめ定義されているか、または条件付きで判定さ
れる、請求項１８から２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定が、２つ以上の選択されたＲＬＭ設定を含
み、前記無線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択された
ＲＬＭ設定を利用すること（２１０）が、前記２つ以上の選択されたＲＬＭ設定を別個に
利用すること（２１０）を含む、
または、
　前記１つまたは複数の選択されたＲＬＭ設定が、２つ以上の選択されたＲＬＭ設定を含
み、前記無線デバイス（１６）においてＲＬＭのために前記１つまたは複数の選択された
ＲＬＭ設定を利用すること（２１０）が、
　少なくとも１つのメトリックに基づいて前記２つ以上の選択されたＲＬＭ設定のうち１
つを選択することと、
　前記２つ以上の選択されたＲＬＭ設定のうちの前記１つを利用することと
を含む、請求項１８から２２のいずれか一項に記載の方法。
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